
北
畠
親
房
と
「
正
直
」

下

川
玲
　
子

序
　
本
論
文
は
、
北
畠
親
房
の
「
正
直
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
、
親
房
の

倫
理
思
想
の
特
徴
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
親
房
に
よ
れ
ば
、
倫
理
的
に
正
し
い
心
の
あ
り
方
は
、
「
天
照
太
神
」
が

皇
孫
「
天
津
彦
々
火
壇
々
杵
尊
」
に
「
三
種
神
器
」
と
と
も
に
授
け
た

「
神
勅
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
此
三
種
ニ
ツ
キ
タ
ル
神
勅
ハ
正
ク
国
ヲ
タ
モ
チ
マ
ス
ベ
キ
道
ナ
ル

　
　
　
ベ
シ
。
鏡
ハ
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
ズ
。
私
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
、
万
象
ヲ

　
　
　
テ
ラ
ス
ニ
是
非
善
悪
ノ
ス
ガ
タ
ア
ラ
ハ
レ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
其

　
　
　
ス
ガ
タ
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ
感
応
ス
ル
ヲ
徳
ト
ス
。
コ
レ
正
直
ノ
本
源

　
　
　
ナ
リ
。
玉
ハ
柔
和
善
順
ヲ
徳
ト
ス
。
慈
悲
ノ
本
源
也
。
剣
ハ
剛
利

　
　
　
決
断
ヲ
徳
ト
ス
。
智
恵
ノ
本
源
也
。
此
三
徳
ヲ
翁
受
ズ
シ
テ
ハ
、

　
　
　
天
下
ノ
ヲ
サ
マ
ラ
ン
コ
ト
マ
コ
ト
ニ
カ
タ
カ
ル
ベ
シ
。
神
勅
ア
キ

　
　
　
ラ
カ
ニ
シ
テ
、
詞
ツ
“
マ
ヤ
カ
ニ
ム
ネ
ヒ
ロ
シ
。
ア
マ
ザ
ヘ
神
器

　
　
　
ニ
ア
ラ
ハ
レ
給
ヘ
リ
。
イ
ト
カ
タ
ジ
ケ
ナ
キ
事
ヲ
ヤ
。
中
ニ
モ
鏡

　
　
　
ヲ
本
ト
シ
、
宗
廟
ノ
正
体
ト
ア
フ
ガ
レ
給
。
鏡
ハ
明
ヲ
カ
タ
チ
ト

　
　
　
セ
リ
。
心
性
ア
キ
ラ
カ
ナ
レ
バ
、
慈
悲
決
断
ハ
其
中
ニ
ア
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
ω
天
津
彦
々
火
婁
々
杵
尊
の
条
一

　
彼
は
、
正
し
い
心
の
あ
り
方
と
し
て
、
私
の
心
が
な
く
て
す
べ
て
の
事

柄
の
是
非
善
悪
が
は
っ
き
り
と
分
か
る
こ
と
、
柔
和
善
順
で
あ
る
こ
と
、

剛
利
決
断
で
き
る
こ
と
、
と
い
う
三
点
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
一
語
で
「
正

直
」
　
「
慈
悲
」
　
「
智
恵
」
と
表
現
す
る
。
ま
た
、
親
房
は
「
中
ニ
モ
鏡
ヲ

本
ト
シ
、
宗
廟
ノ
正
体
ト
ア
フ
ガ
レ
給
。
鏡
ハ
明
ヲ
カ
タ
チ
ト
セ
リ
。
心

性
ア
キ
ラ
カ
ナ
レ
バ
、
慈
悲
決
断
ハ
其
中
ニ
ア
リ
。
」
と
述
べ
、
　
「
三
種
神

器
」
の
中
で
「
鏡
」
を
も
っ
と
も
重
ん
じ
、
よ
く
磨
か
れ
て
明
る
い

「
鏡
」
の
よ
う
に
「
正
直
」
で
あ
れ
ば
、
お
の
ず
と
「
慈
悲
」
深
く
正
し

い
「
決
断
」
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
「
正
直
」
は
、
親
房
の
倫
理
思
想
に

お
い
て
、
も
っ
と
も
中
核
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
⑫
。

（
二
　
「
正
心
」
の
概
念

親
房
は
、
『
元
元
集
』

の
「
神
国
要
道
篇
」

で
、
「
古
欲
下
御
二
大
道
一
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明
印
明
徳
上
者
、
先
修
二
其
身
一
、
欲
レ
修
二
其
身
一
者
、
先
レ
正
二
其

心
一
、
欲
レ
正
二
某
心
一
者
、
在
二
干
致
一
レ
知
、
㈹
」
と
述
べ
、
「
理
政
安

民
之
業
」
を
実
践
す
る
た
め
に
は
「
修
身
・
正
心
・
致
知
」
の
三
つ
を
行

う
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
。
「
明
明
徳
」
は
、
「
大
学
の
道
は
、
明

徳
を
明
ら
か
に
す
る
に
在
り
、
民
を
親
た
に
す
る
に
在
り
、
至
善
に
止
ま

る
在
り
。
（
大
学
之
道
、
在
明
明
徳
、
在
親
民
、
在
止
於
至
善
。
）
」
ω
と

い
う
『
大
学
』
の
「
三
綱
領
」
の
一
つ
に
相
当
す
る
。
「
修
身
・
正
心
・
致

知
」
は
、
「
古
の
明
徳
を
天
下
に
明
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
其
の
国

を
治
む
。
其
の
国
を
治
め
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
其
の
家
を
斉
ふ
。
そ

の
家
を
斉
へ
ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
其
の
身
を
修
む
。
其
の
身
を
修
め

ん
と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
其
の
心
を
正
し
く
す
。
其
の
心
を
正
し
く
せ
ん

と
欲
す
る
者
は
、
先
づ
其
の
意
を
誠
に
す
。
其
の
意
を
誠
に
せ
ん
と
欲
す

る
者
は
、
先
づ
其
の
知
を
致
す
。
知
を
致
す
は
物
に
格
る
に
在
り
。
（
古
之

欲
明
明
徳
於
天
下
者
。
先
治
其
国
。
欲
治
其
国
者
。
先
斉
其
家
。
欲
斉
其

家
者
。
先
修
其
身
。
欲
修
其
身
者
。
先
正
其
心
。
欲
正
其
心
者
。
先
誠
其

意
。
欲
誠
其
意
者
。
先
致
其
知
。
致
知
在
格
物
。
）
」
と
い
う
『
大
学
』
の

「
八
条
目
」
の
一
部
に
相
当
す
る
⑤
。

　
『
元
元
集
』
の
大
部
分
は
、
度
会
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
源
』
や
『
瑚

漣
集
』
か
ら
の
引
用
文
で
成
り
立
っ
て
い
る
が
⑥
、
「
神
国
要
道
篇
」
の
み

は
親
房
自
身
の
文
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
見
解
が
強
く
打
ち
出
さ

れ
て
い
る
。
親
房
が
そ
こ
に
『
大
学
』
を
引
用
す
る
こ
と
は
、
彼
独
自
の

傾
向
と
い
っ
て
よ
い
。
㌧
」
こ
に
お
い
て
、
親
房
が
朱
子
学
の
影
響
を
受
け

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
親
房
は
ま
た
、
『
神
皇
正
統
記
』
で
も
、
『
大

学
』
．
の
「
八
条
目
」
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
　
三
十
一
年
庚
戌
ノ
年
モ
ロ
コ
シ
ノ
周
ノ
ニ
十
三
代
君
、
霊
王
ノ
ニ

　
　
十
一
年
也
。
コ
ト
シ
孔
子
誕
生
ス
。
自
レ
是
七
士
二
年
マ
デ
ヲ
ハ

　
　
　
シ
ケ
リ
。
儒
教
ヲ
ヒ
ロ
メ
ラ
ル
。
此
適
ハ
昔
ノ
賢
王
、
唐
尭
、
虞

　
　
舜
、
夏
ノ
初
ノ
萬
、
般
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
湯
、
周
ノ
ハ
ジ
メ
ノ
文
王
・

　
　
　
武
王
・
周
公
ノ
国
ヲ
治
メ
、
民
ヲ
ナ
デ
給
シ
道
ナ
レ
バ
、
心
ヲ
正

　
　
　
シ
ク
シ
、
身
ヲ
ナ
ヲ
ク
シ
、
家
ヲ
治
メ
、
国
ヲ
治
メ
テ
、
天
下
ニ

　
　
　
ヲ
ヨ
ボ
ス
ヲ
宗
ト
ス
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
綬
靖
天
皇
の
条
）

　
と
こ
ろ
で
、
親
房
の
『
大
学
』
の
「
八
条
目
」
の
解
釈
に
は
次
の
特
徴

が
あ
る
。
彼
が
、
『
元
元
集
』
　
「
神
国
要
道
篇
」
に
お
い
て
、
　
「
修
身
・
正

心
・
致
知
」
を
三
種
神
器
に
関
連
づ
け
て
論
ず
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
伝
二
壊
玉
一
者
、
欲
レ
使
下
修
二
其
身
一
克
妙
上
、
伝
二
宝
鏡
一

　
　
　
者
、
欲
レ
使
下
正
二
其
心
一
克
明
上
也
、
伝
二
神
剣
一
者
、
欲
レ

　
　
　
使
下
致
二
其
知
一
克
断
上
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
元
元
集
』
　
「
神
国
要
道
篇
」
）

す
な
わ
ち
親
房
は
、
「
墳
玉
」
を
「
修
身
」
に
、
「
宝
鏡
」
を
「
正
心
」
に
、

「
神
剣
」
を
「
致
知
」
に
対
応
さ
せ
る
。
さ
ら
に
、
「
三
種
神
器
」
の
中
で

も
「
鏡
」
を
特
別
視
し
、
「
八
条
目
」
の
中
で
「
鏡
」
に
相
当
す
る
「
正

心
」
を
と
り
わ
け
重
視
す
る
。
『
神
皇
正
統
記
』
「
綬
靖
天
皇
の
条
」
の

「
心
ヲ
正
シ
ク
シ
、
身
ヲ
ナ
ホ
ク
シ
、
家
ヲ
治
メ
、
国
ヲ
治
メ
テ
、
天
下

ニ
ヲ
ヨ
ボ
ス
ヲ
宗
ト
ス
。
」
と
い
う
記
述
に
お
い
て
も
、
「
八
条
目
」
の
前

の
三
つ
「
格
物
・
致
知
・
誠
意
」
を
省
略
し
、
「
正
心
」
を
修
養
の
端
緒
と

す
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
親
房
の
「
八
条
目
」
解
釈
の
特
徴
と
し
て
、

「
正
心
」
重
視
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
親
房
は
、
『
大
学
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
「
正
心
」
の
概
念
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を
、
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
「
正
レ
心
如
レ
鏡
無
二

毫
麓
之
邪
一
」
（
『
元
元
集
』
　
「
神
国
要
道
篇
」
）
と
い
う
よ
う
に
「
正

心
」
を
「
鏡
」
に
た
と
え
て
い
る
。
さ
ら
に
『
神
皇
正
統
記
』
で
次
の
よ

う
に
説
く
。

　
　
　
其
源
ト
云
ハ
、
心
二
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
エ
ザ
ル
ヲ
云
。
シ
カ
モ
虚
無

　
　
　
ノ
中
二
留
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
天
地
ア
リ
、
君
臣
ア
リ
。
善
悪
ノ
報
影

　
　
　
響
ノ
如
シ
。
己
ガ
欲
ヲ
ス
テ
、
人
ヲ
利
ス
ル
ヲ
先
ト
シ
テ
、
境
々

　
　
　
二
対
ス
ル
コ
ト
、
鏡
ノ
物
ヲ
照
ス
ガ
如
ク
、
明
々
ト
シ
テ
迷
ハ
ザ

　
　
　
ラ
ン
ヲ
、
マ
コ
ト
ノ
正
道
ト
云
ベ
キ
ニ
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
応
神
天
皇
の
条
）

　
　
　
鏡
ハ
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
ヘ
ズ
。
私
ノ
心
ナ
ク
シ
テ
、
万
象
ヲ
テ
ラ
ス

　
　
　
ニ
是
非
善
悪
ノ
ス
ガ
タ
ア
ラ
ハ
レ
ズ
ト
云
コ
ト
ナ
シ
。
其
ス
ガ
タ

　
　
　
ニ
シ
タ
ガ
ヒ
テ
感
応
ス
ル
ヲ
徳
ト
ス
。
コ
レ
正
直
ノ
本
源
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
天
津
彦
々
火
婁
々
杵
尊
の
条
）

こ
の
文
章
は
、
親
房
の
「
正
心
」
の
概
念
の
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
鏡
」
は
「
正
直
ノ
本
源
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
　
「
正
直
」

は
こ
の
場
合
「
正
心
」
の
こ
と
で
あ
る
。
心
は
、
鏡
に
た
と
え
ら
れ
て
い

る
。
心
が
「
己
ガ
欲
」
や
「
私
ノ
心
」
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
て
い
な
い
時

1
よ
く
磨
か
れ
た
鏡
の
よ
う
な
状
態
の
時
1
あ
た
か
も
鏡
が
物
を
映
す

よ
う
に
、
心
は
も
の
ご
と
の
善
悪
を
よ
く
写
し
出
す
。
親
房
は
、
こ
の
よ

う
な
心
の
状
態
を
「
正
心
」
と
す
る
。

　
　
　
人
ハ
ス
ナ
ハ
チ
天
下
ノ
神
物
ナ
リ
。
心
神
ヲ
ヤ
ブ
ル
コ
ト
ナ
カ

　
　
　
レ
。
神
ハ
タ
ル
・
二
祈
祷
ヲ
以
テ
先
ト
シ
、
冥
ハ
ク
ハ
フ
ル
ニ
正

　
　
　
直
ヲ
以
テ
本
ト
ス
。

日
月
ハ
四
州
ヲ
メ
グ
リ

照
ス
ベ
シ
。

六
合
ヲ
照
ス
ト
云
ヘ
ド
モ
正
直
ノ
頂
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
応
神
天
皇
の
条
）

　
こ
れ
は
、
神
冥
が
垂
加
し
て
人
に
加
護
を
与
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を

受
け
容
れ
る
人
問
が
「
祈
祷
」
し
「
正
直
」
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
　
「
正

直
ノ
頂
」
に
「
神
」
が
垂
加
す
る
と
解
釈
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
親
房

は
、
人
が
「
正
直
」
に
な
っ
た
状
態
に
「
神
」
が
感
応
し
て
降
下
す
る
と
、

主
張
す
る
。
親
房
の
「
正
心
」
　
（
正
直
一
と
は
、
「
神
」
が
人
間
の
心
に
感

応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
問
が
善
悪
を
判
断
で
き
る
状
態
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
正
心
」
で
あ
れ
ば
そ
こ
に
「
神
」
が
感
応
し
、
人
は
善
悪
の
正

し
い
判
断
が
で
き
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
分
析

の
前
に
、
ま
ず
、
親
房
に
お
い
て
「
性
」
が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
と
「
心
」
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　
ま
ず
、
親
房
の
「
性
」
の
概
念
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　
（
左
大
臣
頼
長
）
本
性
ア
シ
ク
オ
ハ
シ
ケ
ル
ト
ゾ
。

　
　
　
兄
ノ
オ
ト
“
ハ
本
性
オ
ダ
ヤ
カ
ニ
オ
ハ
シ
ケ
レ
バ
、
オ
モ
ヒ
イ
レ

　
　
　
ヌ
サ
マ
ニ
テ
ゾ
ス
ゴ
サ
レ
ケ
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
後
白
河
院
の
条
）

　
人
の
「
性
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
は
一
様
で
は
な
い

と
い
う
親
房
の
考
え
方
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
後
に
示
す
よ

う
に
、
親
房
の
「
性
」
は
、
朱
子
の
「
性
」
の
概
念
と
は
異
な
る
。
朱
子

の
「
性
」
に
あ
た
る
概
念
は
、
親
房
に
お
い
て
は
「
心
ノ
源
」
で
あ
る
。

そ
し
て
親
房
は
そ
れ
を
善
な
る
も
の
と
す
る
。
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大
カ
タ
天
皇
ノ
世
ツ
ギ
ヲ
シ
ル
セ
ル
フ
ミ
、
昔
ヨ
リ
今
二
至
マ
デ

　
　
　
家
々
ニ
ア
マ
タ
ア
リ
。
カ
ク
シ
ル
シ
侍
モ
サ
ラ
ニ
メ
ヅ
ラ
シ
カ
ラ

　
　
　
ヌ
コ
ト
ナ
レ
ド
、
神
代
ヨ
リ
継
体
正
統
ノ
タ
ガ
ハ
セ
給
ハ
ヌ
一
ハ

　
　
　
シ
ヲ
申
サ
ン
ガ
タ
メ
ナ
リ
。
我
国
ハ
神
国
ナ
レ
バ
、
天
照
太
神
ノ

　
　
　
御
計
ニ
マ
カ
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
ヤ
。
サ
レ
ド
其
中
二
御
ア
ヤ
マ
リ
ア

　
　
　
レ
バ
、
暦
数
モ
久
カ
ラ
ズ
。
又
ツ
ヰ
ニ
正
路
ニ
カ
ヘ
レ
ド
、
一
旦

　
　
　
モ
シ
ヅ
マ
セ
給
タ
メ
シ
モ
ア
リ
。
コ
レ
ハ
ミ
ナ
ミ
ヅ
カ
ラ
ナ
サ
セ

　
　
　
給
御
ト
ガ
ナ
リ
。
冥
助
ノ
ム
ナ
シ
キ
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
。
仏
モ
衆
生
ヲ

　
　
　
ミ
チ
ビ
キ
ツ
ク
シ
、
神
モ
万
姓
ヲ
ス
ナ
ヲ
ナ
ラ
シ
メ
ン
ト
コ
ソ
シ

　
　
　
給
ヘ
ド
、
衆
生
ノ
果
報
シ
ナ
ジ
ナ
ニ
、
ウ
ク
ル
所
ノ
性
オ
ナ
ジ
カ

　
　
　
ラ
ズ
。
十
善
ノ
戒
カ
ニ
テ
天
子
ト
ハ
ナ
リ
給
ヘ
ド
モ
、
代
々
ノ
御

　
　
　
行
迩
、
善
悪
マ
チ
マ
チ
也
。
カ
・
レ
バ
本
ヲ
本
ト
シ
テ
正
ニ
カ
ヘ

　
　
　
リ
、
元
ヲ
ハ
ジ
メ
ト
シ
テ
邪
ヲ
ス
テ
ラ
レ
ン
コ
ト
ゾ
祖
神
ノ
御
意

　
　
　
ニ
ハ
カ
ナ
ハ
セ
給
ベ
キ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
光
孝
天
皇
の
条
）

　
こ
こ
で
も
親
房
は
、
「
ウ
ク
ル
所
ノ
性
オ
ナ
ジ
カ
ラ
ズ
」
と
い
う
よ
う

に
、
人
の
「
性
」
が
け
っ
し
て
均
一
で
は
な
い
と
主
張
す
る
。
親
房
に
お

い
て
「
性
」
と
は
後
に
示
す
よ
う
に
、
　
「
心
ノ
源
」
が
曇
つ
て
い
る
か
ど

う
か
の
「
心
」
の
状
態
を
さ
す
。
彼
は
、
人
の
「
性
」
の
中
に
は
悪
い
も

の
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
、
「
カ
・
レ
バ
本
ヲ
本
ト
シ
テ
正
ニ
カ
ヘ

リ
、
元
ヲ
ハ
ジ
メ
ト
シ
テ
邪
ヲ
ス
テ
ラ
レ
ン
コ
ト
」
と
述
べ
る
。
悪
い

　
「
性
」
を
矯
正
す
る
努
力
を
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
。
そ
し
て
そ
れ

は
、
　
「
本
ヲ
本
ト
シ
テ
正
ニ
カ
ヘ
リ
、
元
ヲ
ハ
ジ
メ
ト
シ
テ
邪
ヲ
ス
テ
ラ

・
レ
ン
コ
ト
」
の
実
践
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
親
房
に
お
い
て
、
「
性
」
と
「
心
」
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

の
か
。

　
　
　
（
詩
や
音
楽
な
ど
が
、
現
在
で
は
芸
能
と
思
わ
れ
軽
ん
じ
ら
れ
て

　
　
　
い
る
こ
と
も
）
コ
レ
ヲ
ヨ
ク
セ
バ
僻
ヲ
ヤ
メ
邪
ヲ
フ
ゼ
グ
ヲ
シ
ヘ

　
　
　
ナ
ル
ベ
シ
。
カ
・
レ
バ
イ
ヅ
レ
カ
心
ノ
源
ヲ
ア
キ
ラ
メ
、
正
ニ
カ

　
　
　
ヘ
ル
術
ナ
カ
ラ
ム
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
嵯
峨
天
皇
の
条
一

こ
こ
で
は
、
「
正
ニ
カ
ヘ
ル
術
」
と
し
て
、
「
心
ノ
源
ヲ
ア
キ
ラ
メ
」
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
親
房
は
「
本
ヲ
本
ト
シ
テ

正
ニ
カ
ヘ
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
い
「
性
」
が
矯
正
さ
れ
る
と
主
張
し

た
。
そ
の
「
正
ニ
カ
ヘ
ル
」
具
体
的
な
方
法
と
は
、
「
心
ノ
源
」
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
親
房
に
お
い
て
、
「
心
ノ
源
」
を
明
ら

め
る
こ
と
が
、
悪
い
「
性
」
を
矯
正
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
　
「
心

ノ
源
」
に
汚
れ
が
つ
い
て
い
な
い
状
態
に
な
っ
た
な
ら
ば
、
悪
い
「
性
」

が
矯
正
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
「
心
ノ
源
」
が
き
れ
い
で
あ
れ
ば
、
「
性
」

は
善
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
親
房
は
、
悪
い
「
心
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
彼
は
、
「
モ
ノ
ニ
慢
ズ
ル
心
」
（
『
神
皇
正
統
記
』
村
上
天
皇
の

条
）
、
「
ヲ
ゴ
リ
ノ
心
」
　
「
心
モ
サ
カ
シ
カ
リ
ケ
レ
ド
」
（
同
、
二
条
院
の

条
一
、
「
心
ノ
黒
ク
シ
テ
」
　
「
私
ヲ
サ
キ
ト
シ
テ
公
ヲ
ワ
ス
ル
・
心
ア
ル
ナ

ラ
バ
」
（
同
、
後
嵯
峨
院
の
条
）
と
い
う
よ
う
に
、
悪
い
「
心
」
、
を
形
容
し

て
い
る
。
そ
し
て
す
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
の
「
正
心
」
の
概
念
を
前
提

と
す
れ
ば
、
悪
い
「
心
」
と
は
、
「
己
ガ
欲
」
　
「
私
ノ
心
」
な
ど
に
よ
っ
て

曇
ら
さ
れ
て
い
る
「
心
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
『
神
皇
正
統
記
』
の
応
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神
天
皇
の
条
に
、
「
其
源
ト
云
ハ
、
心
二
一
物
ヲ
タ
ク
ハ
エ
ザ
ル
ヲ
云
。
」

と
あ
る
が
、
「
一
物
」
「
己
ガ
欲
」
「
私
ノ
心
」
と
い
う
曇
り
を
除
い
た
所

に
、
正
し
く
善
悪
を
判
断
す
る
「
心
ノ
源
」
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
親
房
の
「
心
」
は
、
「
心
ノ
源
」
お
よ
び
そ
れ
を
曇
ら
せ
て
い
る
「
一

物
」
　
「
己
ガ
欲
」
「
私
ノ
心
」
か
ら
成
る
。
「
心
ノ
源
」
を
曇
ら
せ
て
い
る

も
の
老
取
り
除
け
ば
、
善
な
る
人
間
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
汚
れ

が
つ
い
て
い
な
い
　
「
心
の
源
」
の
状
態
を
保
つ
な
ら
ば
人
は
本
来
は
善
な

る
性
質
を
発
揮
す
る
。
悪
を
生
ず
る
原
因
は
、
「
心
ノ
源
」
に
付
着
す
る
曇

り
（
「
一
物
」
「
己
ガ
欲
」
「
私
ノ
心
」
）
で
あ
り
、
「
心
」
が
曇
っ
て
い
る

状
態
は
、
悪
な
い
し
邪
で
あ
る
。
親
房
は
、
こ
の
よ
う
に
「
性
」
を

「
心
」
の
状
態
一
す
な
わ
ち
「
心
」
は
、
「
心
ノ
源
」
お
よ
び
曇
り
で
構
成

さ
れ
て
お
り
、
曇
り
が
多
い
と
悪
く
、
曇
が
な
く
て
明
ら
か
で
あ
れ
ば
善

い
一
と
見
な
し
、
「
性
」
に
も
善
悪
が
あ
り
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

　
親
房
の
「
神
」
の
概
念
に
は
、
二
つ
の
要
素
が
あ
る
。
ま
ず
「
理
」
に

由
る
も
の
と
し
て
、
造
化
の
道
筋
、
世
界
を
成
り
立
た
じ
め
る
法
則
、
善

悪
の
判
断
者
、
さ
ら
に
、
神
か
ら
皇
孫
へ
正
統
に
皇
位
継
承
を
行
わ
せ
る

力
が
あ
る
。
次
に
「
気
」
に
由
る
も
の
と
し
て
、
「
陰
陽
」
　
「
天
地
」
　
「
五

行
」
「
五
大
」
な
ど
の
す
べ
て
の
生
成
の
段
階
（
お
よ
び
こ
の
世
界
を
構
造

す
る
要
素
）
が
あ
る
。
親
房
は
、
「
神
」
に
混
合
す
る
「
理
」
「
気
」
二
つ

の
性
質
の
関
連
を
朱
子
の
よ
う
に
明
確
に
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
朱
子

の
よ
う
に
、
「
性
」
を
「
気
質
の
性
」
と
「
天
理
の
性
」
に
分
け
る
こ
と
は

な
い
σ
。

　
親
房
は
、
「
神
」
か
ら
分
化
し
た
も
の
と
し
て
人
を
「
神
物
」
と
呼
び
、

人
の
心
も
「
神
」
と
同
質
と
見
な
し
「
心
神
」
と
呼
ん
だ
㈹
。

　
親
房
に
お
い
て
、
人
の
「
心
」
　
（
心
神
一
は
、
「
気
」
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
て
い
る
が
、
「
理
」
を
も
備
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宇
宙
論
で
見
た
よ
う

に
、
混
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
全
面
的
に
「
理
」
を
備
え
て
い

る
「
心
」
を
考
え
れ
ば
、
正
し
い
善
悪
の
判
断
が
可
能
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
に
は
「
理
」
「
気
」
雑
繰
で
あ
る
か
ら
、
善
な
る
「
心
」
も
あ
れ

ば
悪
い
「
心
」
も
あ
る
。
善
悪
の
正
し
い
判
断
を
も
た
ら
す
「
理
」
が
、

「
心
」
全
体
を
占
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
、
先
に
分
析

し
た
「
心
」
の
構
造
の
中
の
「
心
ノ
源
」
こ
そ
が
、
「
理
」
「
気
」
混
合
の

中
に
あ
っ
て
「
理
」
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
正
心
」
、
す
な
わ
ち
「
神
」
が
人
間
の
「
心
」
に
降
下
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
人
問
が
善
悪
を
判
断
で
き
る
状
態
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き

る
。
親
房
の
「
神
」
と
は
、
「
太
極
」
、
つ
ま
り
万
物
の
祖
で
あ
る
。
そ
こ

か
ら
生
じ
た
万
物
は
、
「
神
」
の
性
質
を
分
有
す
る
。
人
の
「
心
」
も
例
外

で
は
な
く
、
「
心
ノ
源
」
に
、
「
神
」
の
「
理
」
的
性
質
す
な
わ
ち
善
悪
の

正
し
い
判
断
が
で
き
る
能
力
を
備
え
て
い
る
。
し
か
し
、
「
心
」
が
「
理
」

「
気
」
混
合
の
ゆ
え
に
、
「
心
ノ
源
」
は
曇
っ
た
り
汚
れ
た
り
し
て
正
し
い

善
悪
の
判
断
が
阻
ま
れ
る
場
合
が
あ
る
（
そ
の
よ
う
な
「
心
」
の
状
態
を

「
性
」
と
言
う
）
。
そ
の
曇
り
を
晴
ら
す
（
正
に
か
え
る
）
こ
と
が
で
き
れ

ば
、
「
正
心
」
と
い
う
「
心
」
の
状
態
が
生
ま
れ
、
人
は
、
本
来
「
心
ノ

源
」
に
備
っ
た
「
理
」
的
性
質
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
善
悪
の
正
し

い
判
断
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
親
房
が
引
用
す
る
「
人
ハ
ス
ナ
ハ
チ
天
下

ノ
神
物
ナ
リ
。
心
神
ヲ
ヤ
ブ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
。
神
ハ
タ
ル
・
二
祈
祷
ヲ
以

テ
先
ト
シ
、
冥
ハ
ク
ハ
フ
ル
ニ
正
直
ヲ
以
テ
本
ト
ス
。
」
　
（
『
神
皇
正
統

記
』
応
神
天
皇
の
条
）
と
い
う
『
倭
姫
命
世
記
』
を
出
典
と
す
る
文
章
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は
、

こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
二
）
　
「
正
直
」
の
構
造

　
こ
こ
で
、
親
房
に
お
け
る
「
私
ノ
心
」
一
「
己
ガ
欲
」
、
心
の
曇
り
一
を

究
明
す
る
。
そ
し
て
、
人
性
論
を
す
べ
て
理
気
論
に
還
元
す
る
朱
子
の
思

想
体
系
七
は
異
な
る
、
倫
理
思
想
と
宇
宙
論
を
関
連
づ
け
る
親
房
独
自
の

論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。

　
ま
ず
、
『
神
皇
正
統
記
』
の
応
神
天
皇
の
条
の
次
の
文
章
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
マ
コ
ト
ニ
、
君
ニ
ツ
カ
ヘ
、
神
ニ
ツ
カ
ヘ
、
国
ヲ
オ
サ
メ
、
人
ヲ

　
　
　
オ
シ
ヘ
ン
コ
ト
モ
、
カ
・
ル
ベ
シ
ト
ゾ
オ
ボ
ェ
侍
。
ス
コ
シ
ノ
事

　
　
　
モ
心
ニ
ユ
ル
ス
所
ア
レ
バ
、
ヲ
ホ
キ
ニ
ア
ヤ
マ
ル
本
ト
ナ
ル
。
周

　
　
　
易
二
、
「
霜
ヲ
履
堅
氷
二
至
。
」
ト
云
コ
ト
ヲ
、
孔
子
釈
シ
テ
ノ
給

　
　
　
ハ
ク
、
「
積
善
ノ
家
二
余
慶
ア
リ
、
積
不
善
ノ
家
二
余
殊
ア
リ
。
君

　
　
　
ヲ
拭
シ
父
ヲ
拭
ス
ル
コ
ト
一
朝
一
タ
ノ
故
ニ
ア
ラ
ズ
。
」
ト
云
リ
。

　
　
　
毫
麓
モ
君
ヲ
イ
ル
カ
セ
ニ
ス
ル
心
ヲ
キ
ザ
ス
モ
ノ
ハ
、
カ
ナ
ラ
ズ

　
　
　
乱
臣
ト
ナ
ル
。
芥
蕎
モ
親
ヲ
ヲ
ロ
ソ
カ
ニ
ス
ル
カ
タ
チ
ア
ル
モ
ノ

　
　
　
ハ
、
果
シ
テ
賊
子
ト
ナ
ル
。

こ
の
文
章
の
示
す
と
お
り
、
親
房
は
、
祖
先
の
善
行
は
子
孫
に
「
余
慶
」

を
も
た
ら
し
、
反
対
に
、
不
善
な
行
い
は
子
孫
に
「
余
残
」
を
も
た
ら
す

と
考
え
て
い
る
⑫
。

　
祖
先
の
「
善
」
「
悪
」
が
、
子
孫
の
「
慶
（
繁
栄
）
」
「
殊
（
衰
退
）
」
に

影
響
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
の
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
両
兄
マ
シ
マ
シ
シ
カ
ド
、
此
天
皇
ノ
御
ス
エ
世
ヲ
タ
モ
チ
給
。
御

　
　
　
母
方
モ
仁
徳
ノ
ナ
ガ
レ
ニ
テ
マ
シ
マ
セ
バ
、
猶
モ
其
遺
徳
ツ
キ
ズ

　
　
　
シ
テ
カ
ク
サ
ダ
マ
リ
給
ケ
ル
ニ
ヤ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
欽
明
天
皇
の
条
）

　
こ
こ
で
は
親
房
は
、
欽
明
天
皇
が
兄
た
ち
を
退
け
て
自
ら
の
子
孫
に
皇

位
を
継
承
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
を
、
欽
明
天
皇
の
母
方
の
祖
で
あ

る
仁
徳
天
皇
の
「
遺
徳
」
に
求
め
て
い
る
。

　
　
　
此
大
臣
マ
サ
シ
キ
外
戚
ノ
臣
ニ
テ
政
ヲ
モ
ハ
ラ
ニ
セ
ラ
レ
シ
ニ
、

　
　
　
天
下
ノ
タ
メ
大
義
ヲ
オ
モ
ヒ
テ
サ
ダ
メ
オ
コ
ナ
ハ
レ
ケ
ル
、
イ
ト

　
　
　
メ
デ
タ
シ
。
サ
レ
バ
一
家
ニ
モ
人
コ
ソ
オ
ホ
ク
キ
コ
エ
シ
カ
ド
、

　
　
　
摂
政
関
自
ハ
コ
ノ
大
臣
ノ
ス
エ
ノ
ミ
ゾ
タ
エ
セ
ヌ
コ
ト
ニ
ナ
リ
ニ

　
　
　
ケ
ル
。
ツ
ギ
ツ
ギ
大
臣
大
将
ニ
ノ
ボ
ル
藤
原
ノ
人
々
モ
ミ
ナ
コ
ノ

　
　
　
大
臣
ノ
苗
窩
ナ
リ
。
積
善
ノ
余
慶
ナ
リ
ト
コ
ソ
オ
ボ
エ
ハ
ベ
レ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
陽
成
天
皇
の
条
）

ま
た
こ
こ
で
は
親
房
は
、
藤
原
基
経
の
業
績
を
非
常
に
高
く
評
価
し
、
基

．
経
の
子
孫
が
繁
栄
し
た
の
は
、
基
経
の
「
積
善
ノ
余
慶
」
に
よ
る
も
の
と

考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
次
の
記
述
は
、
一
親
房
が
北
条
泰
時
に
つ
い
て
の
評
価
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
。

　
　
　
彼
泰
時
ア
ヒ
ツ
ギ
テ
徳
政
ヲ
サ
キ
ト
シ
、
法
式
ヲ
カ
タ
ク
ス
。
己

　
　
　
ガ
分
ヲ
ハ
カ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
親
族
ナ
ラ
ビ
ニ
ア
ラ
ユ
ル
武
士
マ

　
　
　
デ
モ
イ
マ
シ
メ
テ
、
高
官
位
ヲ
ノ
ゾ
ム
者
ナ
カ
リ
キ
。
其
政
次
第

　
　
　
ノ
マ
マ
ニ
オ
ト
ロ
ヘ
、
ツ
ヰ
ニ
滅
ヌ
ル
ハ
天
命
ノ
ヲ
ハ
ル
ス
ガ
タ

　
　
　
ナ
リ
。
七
代
マ
デ
タ
モ
テ
ル
コ
ソ
彼
ガ
余
薫
ナ
レ
バ
、
恨
ト
コ
ロ

　
　
　
ナ
シ
ト
云
ツ
ベ
シ
。
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（
『
神
皇
正
統
記
』
後
嵯
峨
院
の
条
）

こ
こ
で
、
親
房
は
、
北
条
家
が
七
代
も
続
い
て
繁
栄
し
た
こ
と
を
、
北
条

泰
時
の
徳
政
の
「
余
薫
」
と
し
て
い
る
。

　
　
　
一
後
宇
多
院
の
治
政
に
つ
い
て
一
大
方
コ
ノ
君
ハ
中
古
ヨ
リ
コ
ナ

　
　
　
タ
ニ
ハ
ア
リ
ガ
タ
キ
御
コ
ト
ト
ゾ
申
侍
ベ
キ
。
文
学
ノ
方
モ
後
三

　
　
　
条
ノ
後
ニ
ハ
カ
ホ
ド
ノ
御
才
キ
コ
エ
サ
セ
給
ハ
ザ
リ
シ
ニ
ヤ
。

　
　
　
一
中
略
）
コ
ノ
御
ス
エ
ニ
一
統
ノ
運
ノ
ヒ
ラ
カ
ル
・
、
有
徳
ノ
余

　
　
　
薫
ト
ゾ
オ
モ
ヒ
給
ル
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
神
皇
正
統
記
』
後
宇
多
院
の
条
一

こ
の
文
は
、
後
宇
多
院
の
後
、
そ
の
子
後
醍
醐
天
皇
か
ら
孫
で
あ
る
後
村

上
天
皇
へ
と
皇
位
が
継
承
さ
れ
、
大
覚
寺
統
（
南
朝
）
繁
栄
し
て
い
る
の

は
、
後
字
多
院
の
「
有
徳
ノ
余
薫
」
に
よ
る
も
の
と
説
か
れ
て
い
る
ω
。

　
以
上
、
あ
る
人
物
の
道
徳
的
に
正
し
い
行
為
は
、
「
余
慶
」
　
「
余
薫
」
と

し
て
子
孫
に
繁
栄
を
も
た
ら
す
と
い
う
親
房
の
強
い
確
信
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
ω
。

　
そ
れ
で
は
、
祖
先
が
「
正
心
」
で
あ
る
こ
と
が
、
な
ぜ
子
孫
に
影
響
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
一
）
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
親
房
は
、
「
性
」
は
多

様
で
あ
り
均
一
で
は
な
い
と
考
え
て
い
た
。
「
性
」
は
、
「
心
ノ
源
」
に
曇

り
が
付
着
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
「
心
」
の
状
態
で
あ
る
が
、
親
房
は
、

「
性
」
を
生
ま
れ
つ
き
の
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
親
房
は
、
「
衆
生
ノ
果
報
シ
ナ
ジ
ナ
」
（
『
神
皇

正
統
記
』
光
孝
天
皇
の
条
）
と
言
う
よ
う
に
、
仏
教
的
な
用
語
で
「
性
」

に
生
ま
れ
つ
き
の
善
悪
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
彼
の
仏
教
思
想
と
い
う
よ
り
も
、
彼
の
「
積
善
ノ
余
慶
」
「
余
薫
」
と
い

う
思
想
－
祖
先
の
道
徳
的
な
善
悪
（
そ
の
祖
先
が
「
正
心
」
で
あ
り
「
心

ノ
源
」
を
曇
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
一
が
、
子
孫
の
人
問
の
生
ま
れ
つ
き

の
「
心
」
の
状
態
（
「
性
」
）
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
1
と
解

釈
す
べ
き
で
あ
る
。
親
房
は
、
『
太
極
図
』
を
利
用
し
て
独
自
の
宇
宙
論
を

構
築
し
た
。
親
房
は
、
「
太
極
」
か
ら
「
陰
陽
」
　
「
五
行
」
　
「
万
物
」
へ
の

生
成
発
展
を
、
「
神
」
と
い
う
「
理
」
「
気
」
混
合
体
が
そ
の
同
質
性
を
保

持
し
な
が
ら
形
を
次
々
と
変
え
て
ゆ
く
過
程
と
と
ら
え
か
え
し
た
が
、
こ

の
『
易
』
的
宇
宙
論
を
も
と
に
し
た
親
房
の
宇
宙
論
が
、
実
は
「
積
善
ノ

余
慶
」
を
根
拠
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
親
房
は
、
儒
学
的
な

「
積
善
ノ
余
慶
」
1
儒
学
思
想
は
元
来
個
人
の
「
徳
」
を
重
ん
じ
る
が
、

そ
れ
を
拡
大
し
て
「
家
」
に
「
徳
」
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
－
を
重
視
す

る
の
と
同
時
に
、
神
々
の
系
譜
、
血
の
繋
が
り
を
繰
り
返
し
論
述
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
彼
が
両
者
を
矛
盾
す
る
と
認
識
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
神
々
の
系
譜
を
、
「
積
善
ノ
余
慶
」
の
仕
組
み
を
示
す
も
の
と
考
え

て
い
た
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
親
房
は
、
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
、

あ
る
家
系
、
こ
と
に
天
皇
家
に
、
道
徳
的
に
善
な
る
者
1
「
正
直
」
な
者

1
が
輩
出
す
る
こ
と
を
「
積
善
ノ
余
慶
」
と
論
じ
る
と
同
時
に
、
天
皇
家

の
血
す
じ
に
道
徳
的
に
善
な
る
も
の
「
正
直
」
な
も
の
が
多
い
こ
と
を
示

す
。　

親
房
は
、
道
徳
的
に
正
し
い
人
闘
一
「
正
心
」
で
あ
り
、
「
心
ノ
源
」
を

お
お
う
曇
り
が
少
な
い
）
の
形
質
が
、
『
太
極
図
』
の
展
開
の
よ
う
に
、
同

質
性
を
保
持
し
つ
つ
そ
の
ま
ま
子
孫
へ
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
と
考
え
る
。

「
正
心
」
な
人
問
の
子
供
は
、
そ
の
親
の
「
心
」
の
状
態
一
「
心
ノ
源
」
を

蔽
う
曇
り
が
少
な
い
）
を
受
け
継
い
で
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
曇
り
が
少
な
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い
（
「
性
」
が
善
で
あ
る
）
と
い
う
形
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
彼
も
ま
た

　
「
正
心
」
で
あ
り
道
徳
的
に
正
し
い
行
為
が
で
き
る
可
能
性
が
高
い
の
で

あ
る
岬
。
た
だ
し
親
房
は
、
時
と
し
て
そ
の
よ
う
な
体
質
を
受
け
継
い
で

お
ら
ず
、
生
ま
れ
つ
き
「
心
ノ
源
」
を
お
お
う
曇
り
が
多
い
、
す
な
わ
ち

　
「
性
」
が
悪
で
あ
る
一
そ
れ
ゆ
え
「
心
ノ
源
」
を
除
く
た
め
に
多
大
な
努

力
が
必
要
に
な
る
）
人
物
が
天
皇
家
の
中
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
人
物
が
世
襲
に
よ
っ
て
天
皇
に
な
る
場
合
も
あ
り
う

る
と
す
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
親
房
の
「
心
ノ
源
」
を
お
省
う
曇
り

が
生
じ
る
プ
ロ
セ
ス
、
す
な
わ
ち
形
質
継
承
論
は
、
親
房
の
中
で
完
全
に

論
理
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

　
親
房
の
倫
理
思
想
に
お
け
る
「
心
ノ
源
」
を
曇
ら
せ
る
「
私
ノ
心
」

　
「
己
ガ
欲
」
が
、
彼
の
宇
宙
論
の
概
念
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
が
、

こ
れ
で
す
べ
て
明
確
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
親
房
の
宇
宙

論
と
「
積
善
ノ
余
慶
」
の
思
想
か
ら
考
え
れ
ば
、
彼
は
、
全
体
的
に
は
宇

宙
生
成
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
変
容
す
る
宇
宙
と
親
が
そ
の
形
質
を
受
け

継
い
だ
子
供
を
生
む
こ
と
を
重
ね
合
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

の
中
で
は
「
己
ガ
欲
」
と
い
う
曇
り
が
生
じ
る
も
の
と
考
え
て
い
た
と
思

、
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
親
房
は
、
人
が
道
徳
的
に
善
で
あ
る
か
悪
で
あ

る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
、
血
統
の
連
続
一
す
な
わ
ち
形
質
の
継

承
）
と
い
う
「
事
実
」
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
㈹
。

結

語

親
房
の
「
正
直
」

（
正
心
）
と
は
、

「
心
ノ
源
」
に
付
着
し
て
い
る

「
私

ノ
心
」
　
「
己
ガ
欲
」
　
「
一
物
」
な
ど
の
曇
り
除
去
し
、
「
心
ノ
源
」
を
明
に

し
て
（
曇
り
の
な
い
鏡
の
よ
う
に
）
、
本
来
の
「
心
ノ
源
」
の
善
な
る
性
質

を
十
分
に
発
揮
さ
せ
た
状
態
で
あ
る
。
人
は
、
「
神
」
の
性
質
を
分
有
し
、

そ
の
「
心
ノ
源
」
に
、
「
神
」
の
「
理
」
的
性
質
で
あ
る
善
悪
の
判
断
を
正

し
く
行
う
能
力
を
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
朱
子
は
、
倫
理

思
想
に
お
い
て
、
　
「
性
」
は
「
理
」
で
あ
る
が
、
「
気
」
に
よ
っ
て
形
成
さ

れ
た
「
心
」
に
付
着
し
て
い
る
た
め
に
「
理
」
の
ま
ま
に
発
現
す
る
こ
と

が
難
し
く
、
そ
の
た
め
「
心
」
の
機
能
が
制
限
さ
れ
る
と
考
え
た
。
朱
子

の
倫
理
思
想
が
宇
宙
論
（
理
気
論
一
に
対
応
し
て
こ
の
よ
う
に
体
系
化
さ

れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
親
房
の
倫
理
思
想
は
、
朱
子
の
よ
う
に
宇
宙
論

と
論
理
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

　
し
か
し
、
確
か
に
親
房
は
、
朱
子
の
よ
う
に
「
心
」
や
「
性
」
を
す
べ

て
理
気
論
に
還
元
し
て
は
い
な
い
が
、
彼
な
り
の
仕
方
で
倫
理
思
想
と
宇

宙
論
を
関
連
づ
け
た
。
親
房
の
宇
宙
論
と
「
積
善
ノ
余
慶
」
の
思
想
を
考

察
す
れ
ば
、
親
房
が
、
字
宙
生
成
の
過
程
と
、
親
が
そ
の
形
質
を
受
け
継

い
だ
子
供
を
生
む
こ
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
正

直
」
　
「
私
ノ
心
」
が
生
じ
る
過
程
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
、
人
の
道
徳
的
に
善
悪
を
、
血
統
の
連
続
一
形
質

の
継
承
）
と
い
う
「
事
実
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

　
親
房
は
、
道
徳
的
善
性
が
血
統
に
依
存
す
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
親
房
は
こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
先
天
的
決
定
論
に
基
づ

い
た
倫
理
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
政
治
思
想
と
歴
史
思
想
を
展
開
す
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
「
徳
」
に
基
づ
く
皇
位
継
承
や
任
官
を
重
視
し
た
が
、
そ

れ
は
そ
も
そ
も
「
徳
」
す
な
わ
ち
道
徳
的
な
能
力
が
、
血
統
に
依
存
す
る
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こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
な
の
で
あ
る
。

註

（
1
）
　
『
神
皇
正
統
記
増
鏡
』
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
八
七
（
岩
佐

　
正
校
注
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
一
に
よ
る
。

（
2
一
道
徳
的
に
正
し
い
あ
り
方
を
「
正
直
」
と
い
う
表
現
し
た
の

　
は
、
親
房
が
は
じ
め
て
で
は
な
い
。
親
房
は
、
　
『
神
皇
正
統
記
』

　
の
「
応
神
天
皇
の
条
」
に
、
「
人
ハ
ス
ナ
ハ
チ
天
下
ノ
神
物
ナ
リ
。

　
心
神
ヲ
ヤ
ブ
ル
コ
ト
ナ
カ
。
レ
。
神
ハ
タ
ル
・
二
祈
祷
ヲ
以
テ
先
ト

　
シ
、
冥
ハ
ク
ハ
フ
ル
ニ
正
直
ヲ
以
テ
本
ト
ス
。
」
と
記
し
て
い
る

　
が
、
こ
れ
は
『
倭
姫
命
世
記
』
の
「
心
神
ノ
則
天
地
之
本
基
。
身

　
体
ハ
則
五
行
之
化
生
奈
利
。
摩
ヵ
ユ
ヘ
ニ
元
ト
〃
元
ヲ
入
」
二
元
ノ

　
初
二
一
。
本
ノ
本
ヲ
任
セ
ニ
本
ノ
心
二
一
與
。
神
ハ
垂
二
以
テ
ニ

　
祈
祷
ヲ
一
・
為
レ
先
ト
。
冥
ハ
加
ル
ニ
以
二
正
直
ヲ
一
為
セ
レ
本
ト

　
利
。
夫
レ
尊
ヒ
レ
天
ヲ
事
フ
マ
ッ
リ
レ
地
二
。
崇
メ
レ
神
ヲ
敬
フ
レ
祖

　
ヲ
則
ハ
。
不
ス
レ
絶
二
宗
廟
一
。
経
二
－
倫
天
業
ヲ
一
。
又
屏
シ
テ

　
ニ
仏
法
ノ
息
ヲ
一
奉
ツ
レ
再
二
－
拝
神
祇
一
礼
。
日
月
ハ
廻
二
四
州

　
一
。
難
ト
モ
レ
照
二
六
合
ヲ
一
。
須
〃
レ
照
ス
ニ
正
直
ノ
頂
ヲ
一

　
止
。
」
　
（
雄
略
天
皇
二
十
三
年
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
（
『
倭

　
姫
命
世
記
』
は
、
肖
大
神
宮
叢
書
度
会
神
道
大
成
前
篇
』
〈
大
神

　
宮
叢
書
、
神
宮
司
魔
い
一
九
五
七
年
〉
に
よ
る
）
。
お
そ
ら
く
親
房

　
は
、
度
会
家
行
か
ら
こ
の
よ
う
な
伊
勢
神
道
の
倫
理
思
想
を
学
ん

　
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
元
来
伊
勢
神
道
に
由
来
す
る
「
正

　
直
」
を
、
『
大
学
』
の
「
正
心
」
と
関
連
づ
け
て
議
論
を
深
め
た
の

　
は
、
親
房
独
自
の
試
み
で
あ
ろ
う
。

　
　
岩
佐
正
は
、
「
正
直
」
の
読
み
方
に
つ
い
て
、
岩
波
日
本
古
典
文

　
学
大
系
『
神
皇
正
統
記
』
の
中
で
、
「
し
ょ
う
じ
き
」
と
ル
ビ
を

　
ふ
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
岩
佐
は
、
同
書
の
補
注
二
二
で
、
　
「
正

　
直
」
が
、
「
王
道
正
直
」
一
『
書
経
』
洪
範
）
や
「
神
聡
明
正
直
而

　
壱
者
也
」
（
『
左
伝
』
荘
公
三
十
二
年
）
な
ど
に
由
来
す
る
こ
と
を

　
指
摘
し
て
い
る
の
で
、
漢
語
風
に
読
め
ば
「
せ
い
ち
ょ
く
」
が
正

　
し
い
こ
と
に
な
る
。

一
3
）
『
元
元
集
』
は
、
『
神
皇
正
統
記
の
基
礎
的
研
究
－
校
本
元
元

　
集
1
』
（
平
田
俊
春
校
訂
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
に
よ

　
る
。

（
4
）
『
大
学
』
『
大
学
章
句
』
は
、
『
四
書
章
句
集
注
』
新
編
諸
子

　
集
成
第
一
輯
（
〔
宋
〕
朱
喜
一
撰
、
中
華
書
局
、
一
九
八
三
年
）
に

　
よ
る
。
解
釈
は
、
『
漢
文
大
系
壱
』
大
学
説
・
大
学
章
句
・
中
庸

　
説
・
中
庸
章
句
・
論
語
集
説
・
孟
子
定
本
一
服
部
宇
之
吉
校
訂
、

　
富
山
房
、
一
九
〇
九
年
〈
筆
者
が
用
い
た
の
は
、
一
九
八
八
年
の

　
増
補
第
三
版
〉
）
を
参
照
し
た
。

一
5
）
岩
佐
正
は
、
「
天
下
ノ
明
徳
ハ
虞
舜
ヨ
リ
始
ル
。
」
（
『
神
皇
正

　
統
記
』
宇
多
天
皇
の
条
一
に
つ
い
て
、
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系

　
　
『
神
皇
正
統
記
』
の
頭
注
で
『
史
記
』
　
（
五
帝
本
記
）
と
の
関
係

　
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
親
房
は
、
『
大
学
』
を
踏
ま
え
て
記
し
た
可

　
能
性
も
あ
る
。

（
6
）
平
田
俊
春
は
、
『
元
元
集
』
と
度
会
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
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源
』
・
『
瑚
聴
集
』
の
関
係
を
詳
し
く
研
究
し
た
（
『
神
皇
正
統
記

　
の
基
礎
的
研
究
』
第
二
篇
第
一
章
「
元
元
集
の
成
立
と
神
皇
正
統

　
記
」
雄
山
閤
出
版
、
一
九
七
九
年
一
。

一
7
一
　
「
性
」
を
「
理
」
と
考
え
る
こ
と
が
、
朱
子
の
倫
理
思
想
の
前

　
提
で
あ
る
。
「
性
」
と
は
「
理
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
気
」
　
（
天
気

　
地
質
一
が
な
け
れ
ば
、
「
理
」
が
お
ち
つ
く
所
が
な
い
。
そ
の
「
理
」

　
が
付
着
し
た
「
気
」
が
清
明
な
ら
ば
、
本
来
善
で
あ
る
「
理
」
は

　
順
調
に
発
現
す
る
が
、
そ
の
付
着
し
た
所
が
気
質
に
お
お
わ
れ
て

　
い
た
一
気
質
が
昏
濁
し
て
い
る
）
場
合
、
私
欲
が
ま
さ
っ
て

　
　
「
理
」
の
発
現
が
さ
ま
た
げ
ら
れ
、
悪
が
生
じ
る
。
「
本
原
之
性

　
　
（
1
1
理
一
」
は
、
善
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
本
原
之
性
」
は
、
「
気

　
質
」
を
離
れ
て
は
落
ち
着
く
場
所
が
な
い
。
「
性
」
は
、
「
気
質
」

　
　
（
そ
れ
は
清
明
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
が
往
々
に
し
て
昏
濁
で
あ

　
る
）
と
一
緒
に
あ
る
時
は
、
「
気
質
」
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
「
気

　
質
之
性
」
と
な
り
、
「
本
原
之
性
」
と
は
異
な
る
も
の
と
な
り
、
そ

　
こ
に
は
善
だ
け
で
な
く
悪
い
も
の
も
有
り
得
る
。

　
　
器
官
と
し
て
の
「
心
」
は
「
気
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
、

　
　
「
性
」
は
「
理
」
で
あ
る
。
「
性
」
が
、
「
気
」
で
形
成
さ
れ
る

　
　
「
心
」
に
付
着
し
て
い
る
た
め
に
、
　
「
理
」
の
ま
ま
に
発
現
す
る

　
こ
と
が
難
し
く
、
そ
の
結
果
「
心
」
の
機
能
も
制
限
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
　
朱
子
の
宇
宙
論
と
し
て
の
「
理
」
　
「
気
」
論
は
、
「
性
」
や

　
　
「
心
」
を
中
核
的
な
概
念
と
す
る
彼
の
倫
理
思
想
と
体
系
的
に
関

　
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
8
）
親
房
は
、
「
夫
天
地
人
之
三
才
、
其
気
一
也
、
其
性
一
也
、
元
気

　
混
沌
者
、
寂
然
無
レ
心
、
一
物
己
生
、
謂
二
之
神
明
一
、
神
明
即

　
是
、
天
地
生
レ
心
之
初
也
、
至
二
干
万
物
流
レ
形
、
群
類
異
一
レ

　
生
者
、
神
不
レ
知
レ
所
二
以
生
一
レ
彼
、
彼
不
レ
知
レ
所
二
以
神

　
生
一
、
（
『
元
元
集
』
　
「
神
国
要
道
篇
」
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
天

　
地
の
は
じ
ま
り
に
「
一
物
」
（
神
明
）
が
出
生
し
て
、
こ
れ
が
「
天

　
地
生
之
初
心
」
で
あ
る
と
述
べ
る
。
「
天
地
人
」
は
「
気
」
と

　
　
「
性
」
が
＝
」
で
あ
る
の
で
、
天
地
の
心
が
「
神
明
」
な
ら

　
ば
、
論
理
的
に
は
人
の
心
も
「
神
明
」
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う

　
に
考
え
、
親
房
は
人
の
心
を
「
心
神
」
と
呼
ぶ
の
で
は
な
い
だ
ろ

　
う
か
。

（
9
一
　
「
霜
ヲ
履
堅
氷
二
至
。
」
は
、
『
易
』
　
「
坤
」
の
卦
の
初
六
の

　
交
辞
の
「
初
六
。
霜
を
履
み
て
堅
氷
至
る
。
（
初
六
。
履
霜
。
堅
氷

　
至
。
）
」
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
親
房
が
孔
子
の
釈
と
し
て
記
し
て
い

　
る
「
積
善
ノ
家
二
余
慶
ア
リ
、
積
不
善
ノ
家
二
余
殊
ア
リ
。
君
ヲ

　
絨
シ
父
ヲ
斌
ス
ル
コ
ト
一
朝
一
タ
ノ
故
ニ
ア
ラ
ズ
。
」
は
、

　
　
『
易
』
の
「
文
言
伝
」
に
よ
っ
て
い
る
。
こ
の
「
文
言
伝
」
に
つ

　
い
て
、
た
と
え
ば
、
程
伊
川
は
『
伊
川
易
伝
』
で
次
の
よ
う
に
注

　
釈
し
て
い
る
。

　
　
天
下
の
事
は
、
未
だ
積
む
に
よ
り
て
成
ら
ざ
る
も
の
は
あ
ら

　
　
ず
。
家
の
積
む
と
こ
ろ
の
も
の
善
な
れ
ば
、
則
ち
福
慶
は
子
孫

　
　
に
及
ぶ
。
積
む
と
こ
ろ
の
も
の
不
善
な
れ
ば
、
則
ち
災
残
は
後

　
　
世
に
流
る
。
そ
の
大
な
る
は
斌
逆
の
禍
に
至
る
。
皆
積
み
累
ぬ

　
　
る
に
因
り
て
至
り
、
朝
夕
の
よ
く
成
す
と
こ
ろ
に
あ
ら
ざ
る
な

　
　
り
。
明
者
は
、
則
ち
漸
も
長
ず
べ
か
ら
ず
小
を
積
み
て
大
と
成
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る
を
知
る
。
こ
れ
を
早
き
に
弁
じ
て
便
ち
順
長
せ
ず
、
故
に
天

　
　
下
の
悪
も
よ
り
て
成
る
な
し
。
乃
ち
霜
氷
の
戒
め
を
知
る
な

　
　
り
。
霜
は
氷
に
至
り
、
小
悪
に
し
て
大
に
至
る
は
、
皆
事
勢
の

　
　
順
長
す
る
な
り
。

　
　
天
下
之
事
。
未
有
不
由
積
而
成
。
家
之
所
積
善
者
善
。
則
福
慶

　
　
及
於
子
孫
。
所
積
不
善
。
則
災
残
流
於
後
世
。
其
大
至
於
斌
逆

　
　
之
禍
。
皆
因
積
累
而
至
。
非
朝
夕
所
能
成
也
。
明
者
則
知
漸
不

　
　
可
長
。
小
積
成
大
。
弁
之
於
早
不
便
順
長
。
故
天
下
之
悪
元
由

　
　
而
成
。
乃
知
霜
氷
之
戒
也
。
霜
而
至
於
氷
。
小
悪
而
至
於
大
。

　
　
皆
事
勢
之
順
長
也
。

　
　
　
（
『
伊
川
易
伝
』
〈
全
四
巻
〉
は
、
『
欽
定
四
庫
全
書
』
〈
『
景
印

　
　
文
淵
閤
四
庫
全
書
』
経
部
三
、
易
類
〔
第
八
冊
〕
〉
に
よ
る
。
書

　
　
き
下
し
文
は
、
新
釈
漢
文
大
系
『
易
経
』
上
（
明
治
書
院
、
一

　
　
九
八
七
年
一
の
「
文
言
伝
」
の
注
を
参
考
に
し
た
。
）

　
こ
こ
で
は
、
悪
あ
る
い
は
善
の
目
は
時
勢
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
る

　
も
の
で
あ
っ
て
、
善
悪
そ
れ
自
体
の
繁
殖
力
が
問
題
に
さ
れ
て
い

　
る
。
朱
子
は
、
『
周
易
本
義
』
で
、
こ
の
部
分
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
て

　
い
な
い
。

（
1
0
）
さ
ら
に
、
親
房
は
、
「
村
上
源
氏
」
を
次
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
。

　
　
此
親
王
（
具
平
親
王
）
ゾ
マ
コ
ト
ニ
才
モ
タ
カ
ク
徳
モ
オ
ハ
シ

　
　
ケ
ル
ニ
ヤ
。
其
子
師
房
姓
ヲ
給
テ
人
臣
二
列
セ
ラ
レ
シ
、
才
芸

　
　
古
ニ
ハ
ヂ
ズ
、
名
望
世
二
聞
ア
リ
。
十
七
歳
ニ
テ
檀
言
二
任

　
　
ジ
、
数
十
年
ノ
問
朝
廷
ノ
故
実
二
練
ジ
、
大
臣
大
将
ニ
ノ
ボ
リ

　
　
テ
、
懸
車
■
齢
マ
デ
ツ
カ
ウ
マ
ツ
ラ
ル
。
親
王
ノ
女
祇
子
女
王

　
　
ハ
字
治
関
白
ノ
室
ナ
リ
。
価
此
大
臣
ヲ
バ
彼
関
白
ノ
子
ニ
シ
給

　
　
テ
、
藤
氏
ニ
カ
ハ
ラ
ズ
、
春
日
社
ニ
モ
マ
イ
リ
ツ
カ
ウ
マ
ツ
ラ

　
　
レ
ケ
リ
ト
ゾ
。
又
ヤ
ガ
テ
御
堂
ノ
息
女
二
相
嫁
セ
ラ
レ
シ
カ

　
　
バ
、
子
孫
モ
ミ
ナ
彼
外
孫
ナ
リ
。
コ
ノ
ユ
ヘ
ニ
御
堂
・
宇
治
ヲ

　
　
バ
遠
祖
ノ
如
ク
ニ
思
ヘ
リ
。
ソ
レ
ヨ
リ
コ
ノ
カ
タ
和
漢
ノ
稽
古

　
　
ヲ
ム
ネ
ト
シ
、
報
国
ノ
忠
節
ヲ
サ
キ
ト
ス
ル
誠
ア
ル
ニ
ヨ
リ
テ

　
　
ヤ
、
此
一
流
ノ
ミ
タ
エ
ズ
シ
テ
十
余
代
ニ
オ
ヨ
ベ
リ
。
ソ
ノ
中

　
　
ニ
モ
行
跡
ウ
タ
ガ
ハ
シ
ク
、
貞
節
オ
ロ
ソ
カ
ナ
ル
タ
グ
ヒ
ハ
、

　
　
オ
ノ
ヅ
カ
ラ
衰
テ
ア
ト
ナ
キ
モ
ア
リ
。
向
後
卜
云
ト
モ
ツ
・
シ

　
　
ミ
思
給
ベ
キ
コ
ト
也
。
大
カ
タ
天
皇
ノ
御
コ
ト
ヲ
シ
ル
シ
奉
ル

　
　
中
二
、
藤
氏
ノ
オ
コ
リ
ハ
所
々
二
申
侍
ヌ
。
源
ノ
流
モ
久
ク
ナ

　
　
リ
ヌ
ル
上
二
、
正
路
ヲ
フ
ム
ベ
キ
一
ハ
シ
ヲ
心
ザ
シ
テ
シ
ル
シ

　
　
侍
ル
也
。
君
モ
村
上
ノ
御
流
一
ト
ヲ
リ
ニ
テ
十
七
代
二
成
シ
メ

　
　
給
。
臣
モ
此
御
ス
エ
ノ
源
氏
コ
ソ
相
ツ
タ
ハ
リ
タ
レ
バ
、
タ
“

　
　
此
君
ノ
徳
ス
グ
レ
給
ケ
ル
ユ
ヘ
ニ
余
慶
ア
ル
カ
ト
コ
ソ
ア
フ
ギ

　
　
申
ハ
ベ
レ
。
　
　
　
　
（
『
神
皇
正
統
記
』
村
上
天
皇
の
条
）

　
具
平
親
王
の
「
才
」
と
「
徳
」
は
非
常
に
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
村

　
上
源
氏
の
中
で
、
具
平
親
王
の
子
孫
の
み
は
、
断
絶
す
る
こ
と
な

　
く
十
数
代
ま
で
繁
栄
し
た
。
親
房
は
、
子
孫
の
繁
栄
が
、
具
平
親

　
王
の
「
余
慶
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
1
1
）
我
妻
建
治
は
、
『
神
皇
正
統
記
論
考
』
　
「
第
二
章
第
一
節
『
神

　
皇
正
統
記
』
に
お
け
る
「
正
理
」
」
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
一

　
年
）
で
、
親
房
の
「
余
慶
」
　
「
余
薫
」
と
、
「
正
理
」
の
概
念
と
の

　
関
係
を
詳
し
く
考
察
し
て
い
る
。
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（
1
2
一
親
房
は
、
「
性
」
つ
ま
り
、
生
ま
れ
つ
き
人
の
「
心
」
に
は
曇
り

　
の
多
い
少
な
い
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
に

　
よ
っ
て
人
聞
の
最
終
的
在
善
悪
が
決
定
さ
れ
る
と
は
け
っ
し
て

　
言
っ
て
い
な
い
。
親
房
は
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
い
の
で
は
な

　
い
だ
ろ
う
か
。
不
善
の
親
（
曇
り
が
多
い
一
の
形
質
を
受
け
継
い

　
だ
子
は
、
そ
の
曇
り
を
払
う
の
に
よ
り
多
く
の
努
力
が
必
要
で
あ

　
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
子
は
、
結
果
的
に
曇
り
を
払
う
こ
と

　
が
で
き
な
い
で
、
親
と
同
様
に
不
善
で
終
わ
る
可
能
性
が
、
善
な

　
る
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
に
較
べ
て
高
い
の
で
あ
る
。

一
1
3
）
　
『
神
皇
正
統
記
』
に
お
い
て
、
「
正
直
」
こ
そ
が
道
徳
的
に
も
っ

　
と
も
正
し
い
態
度
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
「
天
照
太
神
」
か
ら

　
　
「
天
津
彦
々
火
竣
々
杵
尊
」
へ
、
す
な
わ
ち
祖
母
か
ら
孫
へ
の

　
　
「
神
勅
」
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
親
房
の
思

　
想
に
お
い
て
、
あ
る
人
間
が
遣
徳
的
に
善
で
あ
る
か
悪
で
あ
る
か

　
と
い
う
問
題
に
、
血
統
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る

　
と
言
え
る
。
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（
し
も
か
わ
・
り
ょ
う
こ

中
部
大
学
非
常
勤
講
師
）


